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指
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指
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す
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○
東
京
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支
援
セ
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タ
ー
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
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施
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す
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ホ
ー
ム
の
設
備
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運
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正
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設
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す
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害
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策
推
進
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設
サ
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ビ
ス
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課
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○
東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
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規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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○
東
京
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害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
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を
改
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す
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規
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…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
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…
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…
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…
…
…
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同
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規

則

東
京
都
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
九
号

東
京
都
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
（
第
七
条
・
第
八
条
）
」
を
「
（
第
七
条－

第
八
条
の
二
）
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
四
を
第
四
条
の
七
と
し
、
第
四
条
の
三
を
第
四
条
の
六
と
し
、
第
四
条
の
二
を
第
四
条
の

五
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
四
条
の
二

条
例
第
三
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

一

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を
定
期
的
に
開

催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感
染
症
の
予
防

及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
）

第
四
条
の
三

条
例
第
三
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
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２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
虐
待
の
防
止
）

第
四
条
の
四

条
例
第
四
十
条
の
二
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

一

虐
待
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

従
業
者
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章
中
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
八
条
の
二

条
例
第
七
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

一

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を

定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感

染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
の
五
を
第
十
一
条
の
六
と
し
、
第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十
一
条
の
四
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
十
一
条
の
二

条
例
第
九
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

一

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を

定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感

染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
四
条
中
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
五
項
と
す
る
。

第
四
十
五
条
第
二
項
中
「
及
び
第
五
項
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
号

東
京
都
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十

四
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
（
第
三
条
・
第
四
条
）
」
を
「
（
第
三
条－

第
四
条
の
四
）
」
に
、
「
第
八
条
」
を
「
第

八
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
章
中
第
四
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
四
条
の
二

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

一

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を

定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感

染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
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２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話

装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
）

第
四
条
の
三

条
例
第
二
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
虐
待
の
防
止
）

第
四
条
の
四

条
例
第
二
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

一

虐
待
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

従
業
者
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章
中
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
八
条
の
二

条
例
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

一

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を

定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感

染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
中
第
六
項
を
削
り
、
第
七
項
を
第
六
項
と
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
」
を
「
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
及
び
第
六
項
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
六
項
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
一
号

東
京
都
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
四
号
中
ニ
を
削
り
、
ホ
を
ニ
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
除
く
。
）
及
び
ニ
」
を
「
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
ホ
並
び

に
」
を
「
ニ
並
び
に
」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
八
条

条
例
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

一

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を

定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感

染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
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２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話

装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
）

第
九
条

条
例
第
五
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
虐
待
の
防
止
）

第
十
条

条
例
第
五
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

虐
待
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

従
業
者
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
二
号

東
京
都
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
東

京
都
規
則
第
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
五
号
中
ニ
を
削
り
、
ホ
を
ニ
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
除
く
。
）
及
び
ニ
」
を
「
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
ホ
並
び

に
」
を
「
ニ
並
び
に
」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
十
条

条
例
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

一

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を

定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感

染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話

装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
）

第
十
一
条

条
例
第
三
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
虐
待
の
防
止
）

第
十
二
条

条
例
第
四
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

一

虐
待
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

従
業
者
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
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三

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
三
号

東
京
都
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十

四
年
東
京
都
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
六
条

条
例
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を

定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
職
員
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

職
員
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感
染

症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話

装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
虐
待
の
防
止
）

第
七
条

条
例
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

虐
待
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
結
果
に
つ
い
て
、
職
員
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

職
員
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
講
じ
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
福
祉
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
四
号

東
京
都
福
祉
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

東
京
都
福
祉
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都

規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
五
条

条
例
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を
定
期
的
に
開

催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
職
員
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

職
員
に
対
し
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及

び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話

装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
虐
待
の
防
止
）

第
六
条

条
例
第
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

虐
待
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
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の
結
果
に
つ
い
て
、
職
員
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

職
員
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
五
号

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
東
京

都
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
二
条
の
二

条
例
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

一

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を

定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
職
員
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

職
員
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感
染

症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
を
活
用
し
て
開
催
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
障
害
児
入
所
施
設
等
に
お
け
る
非
常
災
害
対
策
）

第
五
条
の
二

条
例
第
二
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
避
難
訓
練
及
び
消
火
訓
練
は
毎
月
一
回
、
同

項
に
規
定
す
る
救
出
訓
練
そ
の
他
必
要
な
訓
練
は
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
第
一
号
中
「
四
・
三
」
を
「
四
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
乳
幼
児
」
を
「
児
童
」

に
改
め
、
「
、
少
年
お
お
む
ね
五
人
に
つ
き
一
人
以
上
」
を
削
る
。

第
二
十
六
条
第
一
号
中
「
及
び
機
能
訓
練
担
当
職
員
」
を
「
、
機
能
訓
練
担
当
職
員
及
び
看
護
職

員
」
に
、
「
す
る
こ
と
」
を
「
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
は
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
及
び
機
能
訓
練
担
当
職
員
」
を
「
、
機
能
訓
練
担
当
職
員
及
び

看
護
職
員
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
項
中
「
言
語
聴
覚
士
及
び
」
を
「
言
語
聴
覚
士
、
」
に
、
「
同
じ
。
）
及
び
」
を
「
同

じ
。
）
、
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備

及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
号

に
規
定
す
る
主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
つ
い
て

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
規
則
第
二
十
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
主
と
し
て
盲
ろ
う

あ
児
を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二
十
三
条
第
三
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
規
則
第
二
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
福
祉
型
児
童
発
達

支
援
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
新
規
則
第
二
十
六
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
号
中
「
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
は
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
す
る
こ
と
」
と
す
る
。

東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
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則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
六
号

東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
保
育
士
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
」
を
「
又
は
保
育
士
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
機
能
訓
練
担
当
職
員
が
」
を
「
機
能
訓
練
担
当
職
員
又
は
看
護
職
員
（
以
下

こ
の
条
、
次
条
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
「
機
能
訓
練
担
当
職
員
等
」
と
い
う
。
）
が
」
に
、
「
当
該

機
能
訓
練
担
当
職
員
」
を
「
当
該
機
能
訓
練
担
当
職
員
等
」
に
、
「
、
保
育
士
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
経
験
者
」
を
「
又
は
保
育
士
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
、
保
育
士
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経

験
者
」
を
「
又
は
保
育
士
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
」
を
「
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
機
能
訓
練
担
当
職
員
等
の
数
を
含
め
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
」
に
、

「
、
保
育
士
及
び
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
の
数
」
を
「
又
は
保
育
士
の
合
計
数
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
条
例
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
能
訓
練
担
当
職
員
に
つ
い
て
は
」
を
「
機

能
訓
練
担
当
職
員
等
を
置
い
た
場
合
は
」
に
、
「
当
該
機
能
訓
練
担
当
職
員
」
を
「
当
該
機
能
訓
練
担

当
職
員
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

看
護
職
員

医
療
的
ケ
ア
を
行
う
た
め
に
必
要
な
数

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
能
訓
練
担
当
職
員
等
の
数
を
含
め
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
二
号
イ

の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
の
半
数
以
上
は
、
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
八
条
の
五
中
「
及
び
第
八
条
」
を
「
か
ら
第
八
条
の
四
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
の
八
と

し
、
第
八
条
の
二
か
ら
第
八
条
の
四
ま
で
を
三
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え

る
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
八
条
の
二

条
例
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

一

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を

定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感

染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話

装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
）

第
八
条
の
三

条
例
第
四
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
虐
待
の
防
止
）

第
八
条
の
四

条
例
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

一

虐
待
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

従
業
者
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
保
育
士
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
」
を
「
又
は
保
育
士
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
七
条
中
「
第
八
条
」
の
下
に
「
か
ら
第
八
条
の
四
ま
で
」
を
加
え
る
。
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第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
保
育
士
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
」
を
「
又
は
保
育
士
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
条
例
第
七
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
能
訓
練
担
当
職
員
」
を
「
機
能

訓
練
担
当
職
員
等
」
に
、
「
、
保
育
士
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
」
を
「
又
は
保
育
士
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
、
保
育
士
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
」
を
「
又
は
保
育
士
」
に
改
め
、

同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
」
を
「
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
能
訓
練
担
当
職
員
等
の

数
を
含
め
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
」
に
、
「
、
保
育
士
及
び
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

経
験
者
の
数
」
を
「
又
は
保
育
士
の
合
計
数
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
二
中
「
第
十
八
条
の
二
か
ら
第
十
八
条
の
四
ま
で
」
を
「
第
八
条
の
二
か
ら
第
八
条
の

七
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
保
育
士
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
」
を
「
又
は
保
育
士
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
」
の
下
に
「
第
一
条
」
を
加
え
、

「
の
学
部
で
」
を
「
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
お
い
て
」
に
、
「
卒
業
し
た
者
」
を
「
卒
業
し
、
若

し
く
は
大
学
院
（
同
法
第
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
大
学
院
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修

す
る
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
了
し
た
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、

「
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
通
所
支
援
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二
十
一
条

の
二
第
三
項
中
「
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
多
機
能
型
事
業
所
」

と
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事

業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）

第
三
条
に
規
定
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
の
基
準
を
満
た
し
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を

受
け
て
い
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
（
以
下
「
旧
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設

備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
及

び
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３

旧
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
に
対
す
る
新
規
則
第
三
条
第
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
項
中
「
又
は
保
育
士
」
と
あ
る
の
は
「
、
保
育
士
又
は
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
経
験
者
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
又
は
保
育
士
の
合
計
数
」
と
あ
る
の
は
「
、
保
育
士
及

び
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
の
合
計
数
（
看
護
職
員
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

４

旧
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
旧
規
則
第
九
条
に
規
定
す
る
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
基
準
を

満
た
し
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
基
準
該
当
児
童
発

達
支
援
事
業
者
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
、
新
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

旧
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
五

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

７

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
旧
規
則
第
十
八
条
に
規
定
す
る
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の

基
準
を
満
た
し
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
指
定
放
課

後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
以
下
「
旧
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

８

旧
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
す
る
新
規
則
第
十
八
条
第
二
項
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
項
中
「
又
は
保
育
士
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
保
育
士

又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
」
と
す
る
。

９

旧
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
す
る
新
規
則
第
十
八
条
第
五
項
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
項
中
「
又
は
保
育
士
の
合
計
数
」
と
あ
る
の
は
、
「
、

保
育
士
及
び
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
の
合
計
数
（
看
護
職
員
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。
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１０

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
旧
規
則
第
二
十
条
に
規
定
す
る
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
基
準

を
満
た
し
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
基
準
該
当
放
課

後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

１１

旧
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定

は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
七
号

東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑴
中
「
四
・
三
」
を
「
四
」
に
、
「
お
お
む
ね
当
該
」
を
「
当
該
」
に
改

め
、
同
号
イ
⑵
中
「
で
あ
る
乳
児
又
は
幼
児
（
次
条
第
三
号
及
び
第
八
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て

「
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
」
及
び
「
及
び
障
害
児
で
あ
る
少
年
の
数
を
五
で
除
し
て
得
た
数
の
合
計

数
」
を
削
り
、
「
お
お
む
ね
当
該
合
計
数
」
を
「
当
該
数
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
第
三
号
中
「
乳
幼
児
」
を
「
乳
児
又
は
幼
児
（
第
八
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て

「
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
七
条
の
二

条
例
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

一

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を

定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感
染

症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話

装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
）

第
七
条
の
三

条
例
第
三
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
虐
待
等
の
禁
止
）

第
七
条
の
四

条
例
第
四
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

一

虐
待
の
防
止
に
係
る
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
結
果
に
つ
い
て
、
従
業
者
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

従
業
者
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
講
じ
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
の
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
中
「
及
び
第
七
条
」
を
「
か
ら
第
七
条
の
四
ま
で
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
指
定
を
受
け
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
指
定
障
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害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧

規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を

入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施

設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑴
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
指
定
を
受
け
て
い
る
旧
規
則
第
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑵
に
規
定

す
る
主
と
し
て
盲
ろ
う
あ
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
つ
い
て
は
、
新
規
則

第
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑵
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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